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はじめに 
 

 令和７年６月に内閣府が刊行した「令和７年版男女共同参画白書」では、急速に進行

する少子高齢化や人口減少の中で、地域活力の維持・向上には女性や若者の活躍がます

ます重要になっており、男女共同参画は我が国の経済社会の持続的な発展において不可

欠な要素であるとされています。また、都市では、全ての人が希望に応じて、家庭でも

仕事でも活躍できる社会、「令和モデル」が浸透しつつありますが、地方では、「男性は

仕事、女性は家庭」の「昭和モデル」が残っており、地域ごとの男女共同参画の進展に

差があることも指摘されています。 

 

 県では、「第３次三重県男女共同参画基本計画」に基づき、性別等に関わらず個性と能

力を十分に発揮でき、それぞれに多様な生き方が認められる男女共同参画社会とダイバ

ーシティ社会の実現に向けて取組を進めています。 

特に、令和５年度からは、「ジェンダーギャップの解消」を大きなテーマとしており、

令和６年度は、令和５年度に実施した県内で働く女性による「みえ働くサスティナラボ」

における提言もふまえた様々な取組を進めてきました。 

 

 この年次報告書は、「三重県男女共同参画推進条例」第12条および「性の多様性を認

め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」第10条の規定に基づき、三重県が

実施した男女共同参画や性の多様性に関する令和６年度の施策の実施状況等をとりまと

め、議会に報告するとともに、県民および事業者に公表し、施策の推進への理解と協力

を求めることを目的として発行するものです。 

 

 本書を通じて、本県の男女共同参画社会とダイバーシティ社会の実現の推進について

理解を深めていただく一助となれば幸いです。 

 

【三重県男女共同参画推進条例】 

第 12条（年次報告） 

  知事は、毎年１回、基本計画に基づく施策の実施状況について報告書を作成し、議

会に報告するとともに、これを公表しなければならない。 

【性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例】 

第 10条（基本計画） 

 県は、性の多様性に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な計画

を策定し、性の多様性に関する施策について定め、毎年一回、当該施策の実施状況を

公表するものとする。 
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